
丹南都市計画（越前市）特別用途地区の変更（越前市決定）（案） 

丹南都市計画（越前市）特別用途地区を次のように変更（「大規模集客施設制限地区」として 17.1ha を

新たに編入）する。 

種  類 面 積 備 考 

特別工業地区 約 59 ha 

丹南都市計画越前市特別工業地

区建築条例により、作業場の床

面積の合計が、1,000 平方メー

トル以下であり、かつ原動機の

出力が 150ｋｗ以下の製紙工場

を許容する 

大規模集客施設制限地区 約 548 ha 

丹南都市計画越前市大規模集客

施設制限地区建築条例により、

床面積の合計が、10,000 平方メ

ートルを超える大規模集客施設

を制限する 

合 計 約 607 ha  

「位置および区域は計画図表示のとおり」 

理  由 

武生中央公園周辺地区は、近隣商業地域への変更に伴い大規模集客施設の立地が可能となるが、教

育文化やスポーツ・レクリエーション拠点機能の円滑な維持・増進を図るとともに、地区内の居住環

境の維持・保全に努めるため、大規模集客施設制限地区の指定を行う。 

新町地区についても、近隣商業地域への変更に伴い大規模集客施設の立地が可能となるが、最寄り

品や買回り品等、周辺地域の居住者に対して必要なサービスを提供する場として生活利便性の向上に

努めるとともに、ＪＲ武生駅を中心とする中心市街地との機能分担・連携を図るため、大規模集客施

設制限地区の指定を行う。 



新 旧 対 照 表 

（  ）は変更前 

種  類 面 積 備 考 

特別工業地区 
（〃） 

約 59 ha 

大規模集客施設制限地区 
（531） 

約 548 ha 

合 計 
(590) 

約 607 ha 



都市計画の策定の経緯の概要 

丹南都市計画（越前市）特別用途地区の変更 

事   項 時   期 備   考 

住民説明 新町 

令和 ２年１０月 １日から 

令和 ２年１２月２１日まで 

用途地域変更の説明とあわせて

実施 

高瀬二丁目 

令和 ３年 ４月２６日から 

令和 ３年 ６月 １日まで 

中央一丁目 

令和 ３年 ４月２６日から 

令和 ３年 ５月１６日まで 

福井県知事事前協議 令和３年６月４日 

都計第２６２号 

令和３年６月３日付 

越都計第２９８号 

計画案の縦覧 令和３年６月８日から 

令和３年６月２２日まで ２週間 

越前市都市計画審議会審議 令和 年  月  日  

福井県知事協議 令和 年  月  日  

決定告示 令和 年  月  日  


